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船橋市内併設　追加　申請用　提出書類一覧

　既に船橋市内で指定訪問介護事業所、指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護事業所の指
定を受けている場合であって、追加で第一号訪問事業（介護予防訪問型サービス、介護予防生活支援
サービス）又は第一号通所事業（介護予防通所型サービス、介護予防運動機能向上デイサービス、介護
予防ミニデイサービス）を新規申請する場合の提出書類一覧

申　請　書　及　び　提　出　書　類

今
回
申
請
す
る

サ
ー

ビ
ス

　□　介護予防訪問型サービス　　　　□　介護予防生活支援サービス
※介護予防生活支援サービスについては、訪問介護又は介護予防訪問型サービスの指定がないと申請（指定）不可。

　□　介護予防通所型サービス　　□　介護予防運動機能向上デイサービス　　□　介護予防ミニデイサービス

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る必要添付書類
（詳細は船橋市ホームページ「介護給付費算定に係る届出」をご確認ください。）

指定申請書　（別紙第三号（四））

付表　（事業ごとに異なります）

登記事項証明書

運営規程

総合事業誓約書　（標準様式５）

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書　（別紙５０）

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表　（別紙１－４）

事業を実施するにあたり、定款に事業名の追加等が必要になる場合がありますので、関係機関にご確認くださ
い。

追加で資料を求める場合があります。

生活保護法による介護機関の指定を不要とする場合は、「生活保護法による介護機関の指定を不要とする旨
の申出書」を生活支援課へ提出する必要があります。

社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票
（詳細は船橋市ホームページ「障害福祉、介護サービス事業指定申請時等の社会保険及び労働保険の適用
状況の確認について」をご確認ください。）

船橋市外事業所において総合事業の申請をする場合又は、船橋市内で訪問介護、通所介護又は地域密着型
通書介護の指定を受けていない場合であって、市内において単独で総合事業（介護予防生活支援サービスを
除く）の申請をする場合は、訪問介護、通所介護又は地域密着型通所介護の指定申請と同様の書類が必要に
なります。詳しくは別途一覧（船橋市外事業所申請用又は船橋市内単独申請用）をご確認・ご使用ください。

【申請にあたっての注意事項】
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指定申請書類の記載方法等について（船橋市内併設　追加　申請用）

提出が必要な書類はサービスごと、事業の実施内容ごとに異なります。
「船橋市内併設追加　申請用　提出書類一覧」を確認の上、以下の記載方法等を参考にしていただき、必要書類を提出してください。

書類 チェック内容

指
定
申
請
書

(

別
紙
様
式
第
三
号

（
四

）
）

法人の名称、所在地、連絡先を記入する。

法人の種別「社会福祉法人・医療法人・営利法人」等の種別を記入する。

法人所轄庁は公益法人の場合、その主務官庁を記入する。営利法人の場合は記入しない。

代表者の職名・氏名・住所・生年月日を記入し、内容が登記事項と一致している。

申請者の記入内容は登記内容と一致している。

申請者

指定（許可）を受けようと
する事業等の種類

第一号事業

各サービスの指定に係る
記載事項

必要事項を記載する。
※記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は別様に記載した書類を添付すること。

登記事項証明書
介護保険に関する事業を実施する旨の記載のある登記事項証明書（発行から3カ月以内）を添付する。
※写しでも可

事業所 事業所（施設）の名称、所在地、連絡先を記入する。

〈当該所在地で初めて総合事業の指定を受ける場合〉　今回指定を受けようとする事業の「実施事業」欄に
○を記載し、「事業開始予定年月日」に指定予定日（毎月１日）を記入する。

〈同一所在地で既に指定を受けている事業等がある場合〉　同一所在地で指定を受けている事業がある場
合は、「実施事業」欄に○を記載し、指定年月日を記入する。

介護保険事業所番号
既に指定を受けている併設する指定訪問介護事業所、指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介
護事業所の介護保険事業所番号を記入する。

８．その他運営に関する重要事項（守秘義務、個人情報保護、事故処理、苦情処理　等）

９．記録の保存年限を規定する場合は５年になっているか。

―

運営規程

【対象サービス】
〇第一号訪問事業

最低限、以下の内容について、具体的にわかりやすく記載する。
※本体の訪問介護と第一号訪問事業所を併せて作成することも可能です。

１．事業の目的及び運営方針

２．従業者の職種、員数及び職務の内容

３．営業日及び営業時間　（年間の休日も明確に定める。サービス提供日・時間と営業日及び営業時間が
異なる場合は別に具体的に定める。２４時間連絡が可能な体制であれば、その旨記入する。）

４．サービスの提供方法、内容　（身体介護、生活援助等のサービス内容）及び利用料、その他の費用の額
を具体的に定める。

【交通費に関する記載例】
　「通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から自宅
までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
　事業所の実施地域を越える地点から、片道１キロメートルあたり　　○○円」

５．通常の事業の実施地域　（市区町村単位が基本）

６．緊急時等における対応方法

併設する指定訪問介護事業所、指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護事業所

併設する指定訪問介護事業所、指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護事業所の介護保険事
業所番号、事業所名称、サービス種別、指定年月日を記入する。

７．虐待の防止のための措置に関する事項
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介護予防・日常生活支援
総合事業費算定に係る
体制等状況一覧表

１２．記録の保存年限を規定する場合は５年になっているか。

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書に必要事項を記載する。（加算算
定の有無にかかわらず届出が必要。）

取得しない加算については「なし」、取得する加算については「あり」、もしくは区分に○をつける。

介護保険法第１１５条の４５の５第２項に規定する厚生労働省令で定める基準に従って適正に第一号事業
を行うことを誓約する。法人名、代表者職名・氏名を記入する。

介護予防・日常生活支援
総合事業費算定に係る
体制等に関する届出書

―

運営規程

【対象サービス】
〇第一号通所事業

最低限、以下の内容について、具体的にわかりやすく記載する。

※本体の通所介護または地域密着型通所介護と第一号通所事業所を併せて作成することも可能です。

１．事業の目的及び運営方針

２．従業者の職種、員数及び職務内容

３．営業日及び営業時間　（年間の休日も明確に定める。サービス提供日・時間と営業日及び営業時間が
異なる場合は別に具体的に定める。２４時間連絡が可能な体制であれば、その旨記入する。）

４．利用定員　（単位ごとに記載）

５．サービスの内容　（入浴、食事の有無等のサービス内容）及び利用料、その他の費用の額を具体的に定
める。

【交通費に関する記載例】
　「通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から自宅
までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
　事業所の実施地域を越える地点から、片道１キロメートルあたり　　○○円」

６．通常の事業の実施地域　（市区町村単位が基本）

７．サービスの利用にあたっての留意事項

８．緊急時等における対応方法

９．非常災害対策　（非常災害に関する具体的計画を立て、当該計画を従業者及び利用者並びにその家族
へ周知すること及び、定期的に避難、救出その他必要な訓練を実施する旨を必ず記載すること。）

１１．その他運営に関する重要事項（守秘義務、個人情報保護、事故処理、苦情処理　等）

別
紙
１
―

４

― 関係法令の届出・遵守

事業を開始・運営するにあたって必要な届出等は行ったか。相談等を行った記録を下記へ事業者が記入す
る。

（例：消防署、建築指導課、都市計画課・宅地課、労働基準監督署等）

部署

加算算定に必要な添付書類は、介護給付費算定に係る届出のページの手引きを確認する。

―
社会保険及び労働保険
への加入状況にかかる
確認票

社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票に必要事項を記載する。

Ⅰ－１又はⅡ－１に○をつけた場合、確認票に記載のある書類の写しを添付する。

相談日時 担当職員 内容

消防署

建築指導課

都市計画課・宅地課

関係法令を遵守している。

誓約書

労働基準監督署

その他（　　　　　   　）

１０．虐待の防止のための措置に関する事項


